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（参考様式２）

1 利用者名　：

2 サービス名：

3 居宅サービス計画作成（変更）日：平成　　年　　月　　日

4

事業所名 法人名

5

6

事業所名 法人名

1

2

3

4

5

※

7

１　介護サービス情報公表システム

２　市町村が発行する事業所一覧表　　３　各サービス事業所のパンフレット

8

居宅サービス事業所の選択に係る確認書

事業所番号

居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業所

上記事業所を位置付けることが適正であると判断した主な理由

※当確認書の内容によっては、「正当な理由」と判断できない場合があります。

※　利用者の希望、ニーズ、解決すべき課題、課題の解決のための援助の内容を記載し、そのこ
とを踏まえ情報提供した事業所を下記６に記載すること。検討の結果、上記４の事業所を位置付
けることが客観的に適正であると判断した内容を記載してください。

利用者及びその家族に対して情報提供をした他事業所

欄が不足する場合は、別紙としてください。

情報提供に使用した資料（○印をつけてください。）

５　その他の資料（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４　岡山県下各ステーション情報（一般社団法人 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会ＨＰ掲載）

介護支援専門員名：

居宅介護支援事業所名：

事業所番号

確認者
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番号 分類 問い 答

1 全般
　特定事業所集中減算の算定に当たって、対象とな
る「特定事業所」の範囲は、同一法人単位で判断する
のか、あるいは、系列法人まで含めるのか。

　同―法人格を有する法人単位で判断されたい。

2 全般

　居宅介護支援事業者が作成し、都道府県知事に提
出する書類について、判定期間における居宅サービ
ス計画の総数等を記載するように定められているが、
サービスの限定が外れることに伴い、事業所の事務
量の負担が増大することを踏まえ、訪問介護サービ
ス等のそれぞれの紹介率最高法人の名称、住所、事
業所名及び代表者名等について、80％を超えたサー
ビスのみ記載する等、都道府県の判断で適宜省略さ
せても差し支えないか。

　各サービスの利用状況を適切に把握することが必
要であることから、従前のとおり取扱うこととする。

3 全般
　1つのサービスにおいて正当な理由がなく８０％を越
えた場合は全利用者について半年間減算と考えてよ
いか。

　ご指摘のケースについて、当該サービスについて
正当な理由がなく８０％を超えた場合は、減算適用
期間のすべての居宅介護支援費について減算の適
用となる。

4 全般
　「居宅サービス計画の数」とは、実際にサービス提
供がなされ、給付管理を行った計画数のことか。

　そのとおり。当月の居宅サービス計画を作成した
が、当月中に居宅サービス計画の利用実績がどの
サービスもない場合、当月分の給付管理は行われ
ないことから、当月分の居宅サービス計画数に含め
ない。

5 全般
　要介護認定の更新結果が遅れたため、９月の給付
管理を１１月に提出した場合は、何月分の計画件数と
して取り扱えばよいか。

　給付管理を何月に提出したかにかかわらず、実際
にサービスが行われた月の計画件数として取り扱う
ため、9月分として数えます。

6 全般 　介護予防は件数に含まれるか。 　含まれない。

7 全般
　正当な理由（２）～（４）は、（様式１）のみの提出でよ
いか。

　そのとおり。「提出フローチャート」を参考にしてくだ
さい。

8 全般
　同率の紹介率最高法人がある場合、（様式１）にど
のように記載すればよいか。

　（様式１）にどちらか１法人を記載し、適宜別の紙を
利用して別の法人を記載してください。（様式１）エク
セルを加工し、行を挿入して記載しても構いません。

9
計算
方法

　留意事項通知の第三の10の（４）の⑤の（例）につい
て、意見・助言を受けている事例が１件でもあれば正
当な理由として集中減算の適用除外となるか。（下記
事例の場合に①・②のどちらになるか）
（例）
居宅サービス計画数：１０２件
A訪問介護事業所への位置付け：８２件（意見・助言を
受けている事例が１件あり）
①助言を受けているため正当な理由ありとしてA事業
所に関する減算不要。
８２÷１０２×１００≒８０．３％　…正当な理由として減
算なし
②助言を受けている１件分について除外。
８１÷１０１×１００≒８０．１％　…減算あり

　居宅サービス計画に位置づけるサービスについて
は、個々の利用者の状況等に応じて個別具体的に
判断されるものであることから、②で取り扱うことと
する。

10
計算
方法

　判定期間が平成２８年度前期以降の再計算方法に
ついて、訪問介護を位置付けている計画数が９０件
で、９０件（利用者１５人）が同じ事業所を利用してい
る場合、正当な理由が１８件（利用者３人）あれば８
０％以下になるか。

　計算方法については、分子、分母の両方から同じ
数を引きます。（問い）の具体的な計算を示すと、
（９０－１８）÷（９０－１８）＝７２÷７２＝１００％
　紹介率が１００％の場合、全件正当な理由がなけ
れば、８０％以下にはなりません。

11
計算
方法

　訪問リハを位置付けた判定期間中の合計計画数が
８０件で、そのうちＡ事業所を位置付けた計画数が７５
件であった。うち、１８件（月３人）に正当な理由があっ
た場合、平成２７年度後期と平成２８年度前期以降で
は、計算はどのようになるのか。

○平成２７年度後期の計算方法
　（７５－１８）÷８０＝７１.３％　…　減算不要
○平成２８年度前期以降
　（７５－１８）÷（８０－１８）＝９１.９％　…　減算あり

特定事業所集中減算に係るＱ＆Ａ

1
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番号 分類 問い 答

12
計算
方法

　末期の悪性腫瘍のため、医療保険の訪問看護を利
用している場合は、「訪問看護を位置付けた居宅サー
ビス計画数」に含めないか。

　そのとおり。通所リハビリテーション、訪問リハビリ
テーションも同様。

13
計算
方法

　一人の利用者につき、正当な理由（６）①～⑮、（７）
に複数該当する場合は、該当する複数分、計画数か
ら除いたらよいか。

　複数の理由が存在する場合は、どれか一つの理
由を選択し、利用者１名につき、１件のみ計画数か
ら除いてください。

14
計算
方法

　「８０％を超えた場合」とは、計算の結果端数処理は
どのようになるのか。

　端数処理については、小数点以下第２位を四捨五
入した結果、
　①７９．９９％　→　８０．０％　…減算にはならない
　②８０．０５％　→　８０．１％　…減算の対象になる

15
正当
な理
由

　利用者が希望したことによって、特定の法人の事業
所に集中した場合は、正当な理由となるか。

　単に「利用者が希望したから」では正当な理由に
該当しません。利用者が希望するに至った理由につ
いて、正当な理由のいずれかに該当していなけれ
ばなりません。

16
正当
な理
由

　訪問看護の場合、ケアプランに位置付けようとする
時点で主治医と利用者との間で既に事業所が選択さ
れていることが多く、これにより紹介率が８０％を超え
ることについては正当な理由に該当すると考えてよい
か。

　「主治医と利用者との間で既に事業所が選択され
ている」、「主治医の指示による」だけでは、正当な
理由に該当しません。利用者が当該訪問看護事業
所を選択するに至った理由について、正当な理由の
いずれかに該当していなければなりません。

17 (1)
　「居宅介護支援事業所の通常の実施地域に、サー
ビス事業所が各サービスごとで見た場合に５事業所
未満である」とはどのように判断すればよいか。

　下記①～③のいずれかに該当すれば、正当な理
由と判断します。
①判定期間の初日の事業所数が５事業所未満の場
合
②判定期間中の当該事業に係る毎月の事業所数
（毎月１日現在の事業所数)の平均が５事業所未満
の場合
③判定期間中に運営規程の「通常の事業の実施地
域」を変更したことによって、変更日に５事業所未満
であった場合
　また、医療系みなし指定事業所の判定期間中の
事業所数は、「みなし指定事業所一覧（判定期間毎
に掲載)」のとおりです。

18 (1)
　上記①～③の事業所数を数える際に、みなし指定
事業所数はどのように判断すればよいか。

　みなし指定事業所のうち、訪問看護、訪問リハに
ついては、ホームページに掲載している「みなし指定
事業所一覧（判定期間毎に掲載）」から変動がない
ものとします。
　通所リハ、短期療養については、①～③それぞれ
の時点の「サービスガイドブック」に掲載している事
業所数を確認してください。

19 (1)

訪問看護等のみなし指定のあるサービスが対象と
なっているが、正当な理由としてサービス事業所が
少数であることをもって判断する場合に、みなし事
業所は通常の実施地域内の事業所としてカウントす
るのかお聞きしたい。

　みなし指定の事業所について、介護給付費の請
求がないなど介護保険事業の実態を踏まえ、カウン
トから外して差し支えない。
（注）介護給付費の請求事業所の確認については、
国民健康保険団体連合会から都道府県や保険者
に提供される適正化情報の「事業所別サービス状
況一覧表」が活用可能である。
　⇒介護給付請求実績がある「みなし指定事業所一
覧」をホームページに掲載しますので、ご覧くださ
い。

20 (1)
　サービス事業所数を少なくするために、運営規程に
記載する「通常の事業の実施地域」を縮小しても構わ
ないか。

　「通常の事業の実施地域」が正当な理由の判断基
準になっている場合は、居宅介護支援事業所の利
用者（要介護）の８０％程度が通常の事業の実施地
域内に居住していることが必要です。届出後、岡山
市が必要と判断した場合は、その旨を確認すること
があります。

2
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番号 分類 問い 答

21 (5)
　（参考様式１）について、紹介率最高法人の(5)アに
該当する訪問介護事業所を利用している利用者のう
ち、８０％以下になる人数分だけ作成すればよいか。

　正当な理由(5)ア～エに該当するとして判断する場
合は、該当する訪問介護事業所の利用者全員分の
（参考様式１）を作成してください（提出不要）。

22 (5) 　（参考様式1）を作成するタイミングはいつか。
　居宅サービス計画の新規作成時及びその変更の
都度、サービス利用開始までに作成してください。
　判定期間ごとに作成する必要はありません。

23 (5)

　（参考様式１）について、紹介率最高法人の(5)ア～
エに該当する訪問介護事業所等を利用している利用
者のうち、サービスの質が高い理由で事業所を選ん
だわけではない場合は、作成しなくてよいか。

　正当な理由(5)に該当する場合は、従来、全件計
画数から除外していましたので、原則全員分の（参
考様式１）を作成してください。どうしても別の理由で
事業所を選んだ利用者がいる場合は、計画件数か
ら除外することはできませんので、個別にご相談く
ださい。

24 (5)
　(参考様式１）は利用者が記載することとなっている
が、利用者やその家族の状況等の理由で介護支援
専門員が代筆することは可能か。

　（参考様式１）は、利用者がその事業所を希望する
具体的な理由を記載するものであるため、基本的に
は利用者が記入するべきものだが、利用者の心身
の状況から困難な場合は、介護支援専門員が記入
し、その内容を利用者に確認してもらった上で、利
用者に署名又は押印をお願いすることとして差支え
ない。

25 (5)

　これまで８０％を超えることはなかったが、平成２８
年度後期期間中の途中で、８０％を超えることが判明
した。（参考様式１）はどのタイミングで作成すればよ
いか。

　期間を通して８０％を超えることが判明した時点
で、速やかに利用者に説明し作成してください。作
成した場合は、当該判定期間の最初に遡って計算
することができます。

26
（６）
⑧

（事例）　通所介護の若年性認知症利用者受入加算
のサービスを利用していたが、６５歳になり、判定期
間の途中から加算を算定しなくなった利用者の場合、
正当な理由から外れるのか。

　加算を算定しなくなった場合は、その月から正当な
理由に該当しなくなる。（６）⑧と同等以上又はやむ
を得ない理由があれば、（７）に該当するとして、（参
考様式２）を提出することができる。ただし、「慣れた
ところがよいので他の事業所は嫌だ」のみでは正当
な理由に該当しない。

27
（６）
⑨

　（６）⑨に該当する理由を、「入院時と同じ事業所を
利用する事によって、利用者により適切な援助が可
能である」と記載すればよいか。

　不足である。利用者の状況、必要なサービスの内
容、同じ医療機関のサービスを利用する事の具体
的な利点を記載していなければならない。

28
（６）
⑨

　Ａ法人のＢ病院に入院中にリハビリを行っていた
が、退院後に、家の近所のＡ法人のＣ病院の通所リ
ハビリを利用している（介護保険）。この場合、（６）⑨
に該当するか。

　（６）⑨は、同じ医療機関の通所リハビリテーション
等を利用することが適切な援助になる場合をを想定
しており、別医療機関のサービスを利用した場合
は、該当しない。

29 (6)⑨

(事例)　平成２８年度前期以前に正当な理由(6)⑨で
通所リハビリテーションを利用開始。平成２８年９月～
２月に要介護認定更新により居宅サービス計画を変
更作成。この場合、再度（６）⑨の理由で認めてもらえ
るか。

　適切なアセスメントの結果、計画変更時も同じ事
業所を利用することが適当な場合は、（６）⑨に該当
するとして、（様式２）にアセスメント及び居宅サービ
ス計画の写しを添付すること。利用開始時に（６）⑨
に該当する状況であったこと、その状況が継続して
いることが分かる内容を記載していること。ただし、
アセスメントの結果、（６）⑨の理由から外れる場合
は、当該理由を用いることはできない。

30
（６）
⑭

　（6）⑭に該当する場合、提出すべきアセスメント及び
居宅サービス計画にはどのように記載すればよいの
か。

（例）アセスメントに、「利用者の居宅を通常の実施
地域に含んでいる訪問介護事業所は△△事業所、
○○事業所、…である。」といった内容が記載されて
いればよい。居宅サービス計画には、「利用者に○
○事業所、△△事業所、…を内容や特徴を説明の
うえ紹介したところ、○○事業所を選ばれた。」と
いった内容が支援経過記録やサービス担当者会議
録に記載されていればよい。
　ただし、平成２８年度後期に居宅サービス計画の
新規作成や変更がなかった利用者については、上
記の内容を記載した任意様式を提出してください。

3
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番号 分類 問い 答

31

(6)⑭
((6)⑮
も同
様)

　利用者の居住地を「通常の事業の実施地域」として
いる訪問系サービス事業所数は、どの時点のもので
判断すればよいか。

　該当利用者の居宅サービス計画の作成又は変更
時に、５事業所未満であるかどうかを判断し、アセス
メント及び居宅サービス計画にその旨を明記するこ
と。
　前回の居宅サービス計画の作成又は変更時に５
事業所未満であったが、今回の居宅サービス計画
変更時に５事業所以上である場合は、正当な理由
(7)として、当該事業所を利用し始めた際には、事業
所数が少なかったこと、増えた事業所を紹介した
が、継続して当該事業所の利用を続けることが本人
の心身の状況に適切である具体的な内容を(参考
様式２）に記載すること。

32
(6)
⑭、
⑮

　居宅介護支援事業所の実施地域が複数自治体に
またがり、そのうちの１自治体（Ａ自治体とする）には
地域密着型サービス事業所が１事業所しかなく、Ａ自
治体は、他の自治体の地域密着型サービス事業所と
契約していない状況である。この場合、Ａ自治体の利
用者はＡ自治体の地域密着型サービスしか利用でき
ないが、正当な理由の範囲としてどのように判断した
らよいか。

　指摘のケースについては、Ａ自治体の利用者は、
Ａ自治体の地域密着型サービスの事業所しか利用
できないことから、サービス事業所が少数である場
合として正当な理由とみなして差し支えない。

33 (6)⑮
　居宅から半径５㎞とはどのように調べればよいの
か。

　お手持ちの地図や、介護サービスガイドブックによ
り調べることもできますが、「介護サービス情報公表
システム」（http://www.kaigokensaku.jp/33/）で以下
の方法により検索可能です。
　条件検索　→　①「サービスの種類」を選ぶ、②
「住まいから検索」で居宅の住所、事業所までの距
離を選ぶ　→　③「検索する」クリックする

34 (6)⑮

　「通所サービス事業所の送迎に片道３０分以内（居
宅から半径５㎞圏内）」とは、渋滞を想定して片道３０
分以上かかれば半径４㎞圏内で事業所数をカウント
してもよいか。

　不可。片道３０分以内の地域を半径６㎞に広げる
ことは構わないが、半径５㎞より狭い範囲で事業所
数をカウントすることはできない。

35 (7)

　正当な理由の例示のうち、「サービスの質が高いこ
とによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定
の事業者に集中していると認められる場合」の例示に
ついて、「地域ケア会議等」とあるが、「等」には具体
的に何を含むのか。

　名称の如何にかかわらず地域包括支援センター
が実施する事例検討会等を想定している。

36 (7)

　医療の「機能強化型訪問看護療養費」の要件の一
つとして「指定訪問看護事業所と居宅介護支援事業
所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護事
業所の介護サービス計画又は介護予防サービス計
画の作成が必要な利用者のうち、例えば、特に医療
的な管理が必要な利用者１割程度について、当該居
宅介護支援事業所により介護サービス計画又は介護
予防サービス計画を作成していること」とあり、この趣
旨は、ステーション内で医療介護の連携・調整の推進
がされることについての評価である。「機能強化型訪
問看護療養費」を算定している訪問看護ステーション
等の場合は特定事業所集中減算の正当な理由として
考えてよいか。
　また、「機能強化型訪問看護療養費」を算定してい
ない医療機関に併設された居宅介護支援事業所に
ついて、同事業所を運営する法人内に訪問看護事業
所があり、連携の観点から医療（主治医）・居宅介護
支援・訪問看護を同法人内で利用することが利用者
にとってはメリットとなると考える。こうした偏りは正当
な理由として認められるか。

　特定事業所集中減算の正当な理由の範囲は留意
事項通知に示しているところであり、正当な理由の
範囲として例えば、サービスの質が高いことによる
利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事
業者に集中していると認められる場合等が含まれて
いる。具体的には、利用者から質が高いことを理由
に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を
受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利
用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容につ
いての意見・助言を受けている場合などが考えられ
る。
　機能強化型訪問看護ステーションについては、「指
定訪問看護事業所と居宅介護支援事業所が同一
敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護事業所の
介護サービス計画が必要な利用者のうち、当該居
宅介護支援事業所により介護サービス計画を作成
されている者が一定程度以上であること」とされてお
り、その割合は１割程度とされているため、基本的
には正当な理由なく高い集中度合で判定する特定
事業所集中減算の趣旨とは異なるものと考えてい
る。

4
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 ・介護保険法（平成9年法律第123号） 

  ・介護保険法施行令（平成10年政令第412号） 

  ・介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号） 

居宅介護支援  

国の基準省令 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 

（平成11年厚生省令第38号） 

⇒平成２６年度から 

◎岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 

（平成26年市条例第31号） 

◎岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則 

（岡山市規則第44号） 

国の基準省令の解釈通知 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について 

（平成11年老企第22号） 

⇒平成２６年度から 

◎介護保険法に基づき条例で規定された指定居宅介護支援等の基準等について 

（平成26年岡事指第１５６２－１号） 

報酬告示他 

・指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第20号） 

 ・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理

指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する

基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年老企第36号） 

・介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について（平成11年老企第29号） 

  ・退院・退所加算に係る様式例（平成21年老振発第0313001号） 

介護予防支援  

国の基準省令 

 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第37号） 

⇒平成２６年度から 

◎岡山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成26年市条例第32号） 

◎岡山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則（岡山市規則第45号） 

主 な 関 係 法 令 
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国の基準省令の解釈通知 

 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準について（平成18年老振発第0331003号） 

⇒平成２６年度から 

 ◎介護保険法に基づき条例で規定された指定介護予防支援等の基準等について 

（平成26年岡事指第１５６２－２号） 

報酬告示他 

・指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第129

号） 

 ・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項

について（平成18年老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001

号：別紙１） 

前出の法令･通知等は、次の文献、ホームページ等でご確認ください。

【文献】 

介護報酬の解釈 １単位数表編  平成２７年４月版（発行：社会保険研究所）･･･青本 

介護報酬の解釈 ２指定基準編  平成２７年４月版（発行：社会保険研究所）･･･赤本 

介護報酬の解釈 ３ＱＡ・法令編 平成２７年４月版（発行：社会保険研究所）･･･緑本 

【ホームページ】 

 ・厚生労働省 法令等データベースシステム 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/

 ・厚生労働省 介護サービス関係Ｑ＆Ａ 

http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/index_qa.html

 ・ＷＡＭ.ＮＥＴ（福祉医療機構が運営する、福祉・保健・医療の総合情報サイト） 

http://www.wam.go.jp/

 ・岡山市 事業者指導課 ホームページ 

http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00003.html
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